
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№24】 中小企業者に該当しない場合又は適用除外事業者に該当する場合で、次の法人税額の特

別控除制度の適用を受けるときには、別表六(七)を作成・添付していますか。 

また、６欄、７欄、11欄、12欄又は16欄のいずれかが「該当」となっていますか。 

⑴ 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除（別表六(九)） 

⑵ 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除（別表六(十二)） 

⑶ 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別

控除（別表六(十九)） 

⑷ 生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除（別表六(二十六)） 


